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平
成
三
十
一
年
三
月
十
九
日

第

四

千

七

十

七

号

増

刊

①

　
　
　
　

教
育
委
員
会

○
福
岡
県
社
会
教
育
委
員
会
議
規
則
等
を
廃
止
す
る
規
則�

（
教
育
庁
総
務
企
画
課
）
…
…
…
…
…
一

○
福
岡
県
教
育
振
興
審
議
会
規
則�

（
教
育
庁
総
務
企
画
課
）
…
…
…
…
…
一

○
福
岡
県
教
育
庁
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（
教
育
庁
総
務
企
画
課
）
…
…
…
…
…
二

○
福
岡
県
教
育
庁
事
務
分
掌
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

�
（
教
育
庁
総
務
企
画
課
）
…
…
…
…
…
三

　
　
　
　

選
挙
管
理
委
員
会

○
公
職
の
候
補
者
等
が
使
用
し
得
る
演
説
会
施
設
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部

　

改
正�

（
市
町
村
支
援
課
）
…
…
…
…
…
四

○
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
等
の
指
定
の
一
部
改
正

�

（
市
町
村
支
援
課
）
…
…
…
…
…
六

　

福
岡
県
社
会
教
育
委
員
会
議
規
則
等
を
廃
止
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
十
九
日

福
岡
県
教
育
委
員
会　
　

福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号

　
　
　

福
岡
県
社
会
教
育
委
員
会
議
規
則
等
を
廃
止
す
る
規
則

　

（
福
岡
県
社
会
教
育
委
員
会
議
規
則
及
び
福
岡
県
県
立
学
校
教
育
振
興
計
画
審
議
会
規
則
の
廃
止
）

第
一
条　

次
に
掲
げ
る
規
則
は
、
廃
止
す
る
。

　

一　

福
岡
県
社
会
教
育
委
員
会
議
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号
）

　

二�　

福
岡
県
県
立
学
校
教
育
振
興
計
画
審
議
会
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号

）

　

（
福
岡
県
学
校
給
食
審
議
会
規
則
の
廃
止
）

第�

二
条　

福
岡
県
学
校
給
食
審
議
会
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
は
、
廃
止
す

る
。

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１�　

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
七
月
七
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
平
成

三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
福
岡
県
学
校
給
食
審
議
会
委
員
の
任
期
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２�　

こ
の
規
則
の
施
行
の
前
日
に
お
い
て
福
岡
県
学
校
給
食
審
議
会
委
員
で
あ
る
者
の
任
期
は
、
福
岡

県
学
校
給
食
審
議
会
規
則
第
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
日
に
満
了
す
る
。

　

福
岡
県
教
育
振
興
審
議
会
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
十
九
日

福
岡
県
教
育
委
員
会　
　

福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号

　
　
　

福
岡
県
教
育
振
興
審
議
会
規
則

　

（
趣
旨
）

第�

一
条　

こ
の
規
則
は
、
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
九

号
）
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
岡
県
教
育
振
興
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
の
位

置
、
組
織
、
所
掌
事
務
、
委
員
そ
の
他
の
構
成
員
及
び
そ
の
運
営
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。

　

（
位
置
）

第
二
条　

審
議
会
は
、
福
岡
県
教
育
庁
（
以
下
「
教
育
庁
」
と
い
う
。
）
内
に
置
く
。

　

（
組
織
）

第
三
条　

審
議
会
は
、
二
十
人
以
内
の
委
員
を
も
っ
て
組
織
す
る
。

　

（
所
掌
事
務
）

第�

四
条　

審
議
会
は
、
学
校
教
育
及
び
社
会
教
育
の
振
興
そ
の
他
の
重
要
事
項
に
つ
い
て
調
査
審
議
す

る
。

目
　
　
　
次

教
育
委
員
会
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２�　

審
議
会
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
に
関
し
て
、
福
岡
県
教
育
委
員
会
（
以
下
「
教
育
委
員
会
」

と
い
う
。
）
に
意
見
を
述
べ
、
又
は
教
育
委
員
会
の
諮
問
に
答
申
す
る
。

　

（
委
員
）

第�

五
条　

審
議
会
の
委
員
は
、
学
識
経
験
者
、
教
育
職
員
、
関
係
行
政
機
関
の
職
員
、
福
岡
県
社
会
教

育
委
員
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
四
年
福
岡
県
条
例
第
七
十
一
号
）
に
定
め
る
社
会
教
育
委
員
そ

の
他
教
育
委
員
会
に
お
い
て
必
要
と
認
め
た
者
の
う
ち
か
ら
、
教
育
委
員
会
が
任
命
又
は
委
嘱
す
る

。
２�　

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
委
員
が
欠
け
た
場
合
の
補
欠
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期

間
と
す
る
。

３　

委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
臨
時
委
員
）

第�

六
条　

特
別
の
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
審
議
会
に
臨
時
委
員
を
置
く

こ
と
が
で
き
る
。

２�　

臨
時
委
員
は
、
当
該
特
別
の
事
項
に
関
し
学
識
経
験
を
有
す
る
者
又
は
専
門
的
な
知
見
を
有
す
る

者
の
う
ち
か
ら
、
教
育
委
員
会
が
任
命
又
は
委
嘱
す
る
。

３　

臨
時
委
員
は
、
当
該
特
別
の
事
項
の
調
査
審
議
が
終
わ
っ
た
と
き
は
、
退
任
す
る
も
の
と
す
る
。

　

（
会
長
及
び
副
会
長
）

第
七
条　

審
議
会
に
、
会
長
及
び
副
会
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
り
こ
れ
ら
を
定
め
る
。

２　

会
長
は
、
審
議
会
の
会
務
を
総
理
し
、
審
議
会
を
代
表
す
る
。

３�　

副
会
長
は
、
会
長
を
補
佐
し
、
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
、
又
は
会
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
そ
の

職
務
を
代
理
す
る
。

　

（
部
会
）

第
八
条　

審
議
会
は
、
必
要
に
応
じ
て
部
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２　

部
会
に
属
す
べ
き
委
員
及
び
臨
時
委
員
は
、
会
長
が
指
名
す
る
。

３�　

部
会
に
、
部
会
長
及
び
副
部
会
長
を
置
き
、
部
会
に
属
す
る
者
の
互
選
に
よ
り
こ
れ
ら
を
定
め
る

。
４　

部
会
長
は
、
そ
の
属
す
る
部
会
の
会
務
を
掌
理
す
る
。

５�　

副
部
会
長
は
、
そ
の
属
す
る
部
会
の
部
会
長
を
補
佐
し
、
部
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
、
又
は
部

会
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

　

（
会
議
の
招
集
）

第�

九
条　

審
議
会
の
会
議
は
、
会
長
が
招
集
し
、
部
会
の
会
議
は
、
そ
の
部
会
の
部
会
長
が
招
集
す
る

。
２�　

教
育
委
員
会
は
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
審
議
会
に
つ
い
て
は
会
長
に
、
部
会
に
つ
い
て
は
そ

の
部
会
長
に
招
集
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
議
事
）

第�

十
条　

審
議
会
は
、
委
員
及
び
議
事
に
関
係
の
あ
る
臨
時
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
会

議
を
開
き
、
議
決
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２�　

審
議
会
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
及
び
議
事
に
関
係
の
あ
る
臨
時
委
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可

否
同
数
の
と
き
は
、
会
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

（
庶
務
）

第
十
一
条　

審
議
会
の
庶
務
は
、
教
育
庁
教
育
総
務
部
総
務
企
画
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

　

（
補
則
）

第�

十
二
条　

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
議
会
の
運
営
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、

審
議
会
が
定
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
七
月
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
教
育
庁
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
十
九
日

福
岡
県
教
育
委
員
会　
　

福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号

　
　
　

福
岡
県
教
育
庁
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
教
育
庁
組
織
規
則
（
平
成
十
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

第
九
条
第
四
十
一
号
を
第
四
十
二
号
と
し
、
第
四
十
号
を
第
四
十
一
号
と
し
、
第
三
十
九
号
を
第
四�

十
号
と
し
、
第
三
十
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

三
十
九　

福
岡
県
教
育
振
興
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
四
条
第
十
四
号
を
削
り
、
第
十
五
号
を
第
十
四
号
に
、
第
十
六
号
を
第
十
五
号
と
す
る
。
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第
十
八
条
第
十
四
号
を
削
り
、
第
十
五
号
を
第
十
四
号
に
、
第
十
六
号
を
第
十
五
号
と
す
る
。

　

第
十
九
条
第
十
一
号
中
「
福
岡
県
立
ふ
れ
あ
い
の
家
北
筑
後
、
福
岡
県
立
ふ
れ
あ
い
の
家
南
筑
後
、

福
岡
県
立
ふ
れ
あ
い
の
家
京
築
、
」
を
「
福
岡
県
立
ふ
れ
あ
い
の
家
南
筑
後
、
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
九
条
に
一
号
を
加
え
る
改

正
規
定
及
び
第
十
四
条
第
十
四
号
を
削
る
改
正
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
七
月
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
福
岡
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
一
号

本　
　

庁　
　

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
教
育
庁
事
務
分
掌
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
十
九
日

福
岡
県
教
育
委
員
会
教
育
長　

城　

戸　
　

秀　

明　
　

　
　
　

福
岡
県
教
育
庁
事
務
分
掌
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

（
福
岡
県
教
育
庁
事
務
分
掌
規
程
の
一
部
改
正
）

第�

一
条　

福
岡
県
教
育
庁
事
務
分
掌
規
程
（
平
成
三
十
年
三
月
福
岡
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

�　

第
四
条
第
一
号
チ
中
「
実
施
に
関
す
る
こ
と
」
の
下
に
「
（
教
育
要
覧
及
び
教
育
便
覧
に
関
す
る

こ
と
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
号
ヨ
を
削
り
、
タ
を
ヨ
と
し
、
同
条
第
二
号
ト
中
「
教
育
要
覧
、

教
育
便
覧
及
び
」
を
削
り
、
同
条
第
三
号
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ヌ　

災
害
対
策
に
係
る
事
務
の
総
合
的
な
連
絡
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
四
条
第
四
号
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ヌ　

福
岡
県
教
育
振
興
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

　

�　

第
五
条
第
一
号
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
か
ら
ホ
ま
で
を
一
つ
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
三

号
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
を
ハ
と
し
、
イ
を
ロ
と
し
、
ロ
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

イ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
九
条
第
二
号
ヲ
を
削
る
。

　

�　

第
十
二
条
第
三
号
ニ
中
「
福
岡
県
人
権
教
育
推
進
委
員
会
」
を
「
人
権
教
育
総
合
推
進
連
絡
協
議

会
」
に
改
め
る
。

　
　

第
十
三
条
第
二
号
ヌ
を
削
り
、
ル
を
ヌ
と
し
、
ヲ
を
ル
と
す
る
。

　

�　

第
十
四
条
第
一
号
ホ
中
「
福
岡
県
立
ふ
れ
あ
い
の
家
北
筑
後
、
福
岡
県
立
ふ
れ
あ
い
の
家
南
筑
後

、
福
岡
県
立
ふ
れ
あ
い
の
家
京
築
、
」
を
「
福
岡
県
立
ふ
れ
あ
い
の
家
南
筑
後
、
」
に
改
め
る
。

　

（
教
育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
）

第�

二
条　

教
育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
八
月
福
岡
県
教

育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
八
条
第
二
号
ヲ
中
「
修
学
旅
行
」
を
「
児
童
生
徒
の
」
に
改
め
る
。

　

（
福
岡
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
改
正
）

第�

三
条　

福
岡
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
（
平
成
六
年
四
月
福
岡
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
九
条
の
表
の
備
考
中
「
課
長
」
を
「
課
長
及
び
副
課
長
」
に
改
め
る
。

　

�　

別
表
一
第
四
項
第
十
六
号
中
「
課
長
相
当
職
員
」
を
「
課
長
」
に
改
め
、
同
表
第
五
項
第
四
号
中

「
修
学
旅
行
」
を
「
児
童
生
徒
の
」
に
改
め
、
同
表
第
十
項
第
三
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
を
削
り
、

同
表
第
十
二
項
第
八
号
中
「
表
彰
」
を
「
表
彰
及
び
感
謝
状
贈
呈
（
福
岡
県
教
育
委
員
会
名
義
で
行

う
も
の
に
限
る
。
）
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
及
び
第
十
号
中
「
表
彰
」
を
「
表
彰
及
び
感
謝
状
贈

呈
」
に
改
め
、
第
四
十
二
号
を
第
四
十
三
号
と
し
、
第
二
〇
号
か
ら
第
四
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ

繰
り
下
げ
、
第
十
九
号
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

同
表
第
十
二
項
を
第
十
三
項
と
し
、
第
十
一
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

別
表
二
第
二
十
八
項
を
第
三
十
項
と
し
、
第
二
十
七
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

20�　

審
査
請
求
そ
の
他
の
不
服
申
立
て
に
係
る
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
（
教
育
委
員
会
会
議

に
付
議
す
る
も
の
及
び
不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六

年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
六
号
）
に
基
づ
く
も
の
を
除
く
。
）
。

課
長

十
二　

教
育
委
員
会
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
争
訟
に
関
す
る
事
務

　

１�　

教
育
委
員
会
を
被
告
と
す
る
訴
訟
に
つ
い
て
、
応
訴
を
決
定
し
、
及
び
訴
訟
の
方
針
を

決
定
す
る
こ
と
。

　

２　

訴
訟
に
関
し
、
訴
訟
代
理
人
を
選
任
す
る
こ
と
。

　

３　

争
訟
事
件
に
係
る
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
。

教
育
長

教
育
長

課
長

二�

十
八　

不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年
福
岡
県
人
事
委

員
会
規
則
第
二
十
六
号
。
以
下
こ
の
項
中
「
規
則
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
事
務

　

１　

規
則
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
審
査
請
求
の
受
理
通
知
を
受
け
る
こ
と
。

　

２　

規
則
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
人
事
委
員
会
に
対
し
、
審
査
を
併
合
し
、
又

部
長

課
長
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て
」
を
削
り
、
「
、
条
例
第
三
十
条
第
二
項
、
条
例
第
三
十
七
条
第
二
項
及
び
条
例
第
三
十
八
条
第
三

項
」
を
「
及
び
条
例
第
三
十
七
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
第
十
九
号
中
「
、
並
び
に
緊
急
を
要
す
る

場
合
に
お
い
て
」
を
削
り
、
「
条
例
第
三
十
条
第
六
項
」
を
「
条
例
第
三
十
条
第
二
項
、
条
例
第
三
十

条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十
号
中
「
又
は
管
理
責
任
者
」
を
「
等
」
に
、
「
管
理
方
法
の
改
善

」
を
「
管
理
」
に
、
「
関
し
て
」
を
「
つ
い
て
」
に
改
め
、
同
項
二
十
九
号
中
「
又
は
保
持
団
体
」
を

「
等
」
に
改
め
、
第
十
一
号
を
第
九
号
と
し
、
第
十
二
号
か
ら
第
三
十
八
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上

げ
、
同
表
第
二
項
第
一
号
中
「
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
」
を
削
る
。

　

別
表
七
第
十
四
項
を
削
り
、
第
十
五
項
を
第
十
四
項
と
す
る
。

　

別
表
十
二
第
一
項
第
六
号
中
「
社
会
教
育
委
員
の
会
議
の
」
を
削
り
、
同
表
第
七
項
第
一
号
を
削
り

、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号
と
す
る
。

　

別
表
十
三
教
育
事
務
所
長
の
項
第
五
項
中
「
教
育
長
が
補
助
執
行
」
を
「
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員

が
補
助
執
行
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
福
岡
県
教
育
庁
事

務
分
掌
規
程
第
四
条
第
四
号
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
の
次
に
加
え
る
改
正
規
定
及
び
第
九
条
第
二
号
ヲ
を
削

る
改
正
規
定
並
び
に
第
三
条
中
福
岡
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
別
表
七
第
十
四
項
を
削
る
改
正
規

定
、
別
表
十
二
第
一
項
第
六
号
「
社
会
教
育
委
員
の
会
議
の
」
を
削
る
部
分
及
び
同
表
第
七
項
を
削
る

改
正
規
定
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
一
年
七
月
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
六
号

　

公
職
の
候
補
者
等
が
使
用
し
得
る
演
説
会
施
設
の
指
定
（
昭
和
五
十
三
年
一
月
福
岡
県
選
挙
管
理
委

員
会
告
示
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
十
九
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

指
定
し
た
施
設
の
表
小
郡
市
の
項
中

を　
　
　
　

　

別
表
四
第
十
三
項
を
削
り
、
第
十
四
項
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
、
同
項
を
第

十
三
項
と
し
、
第
十
五
項
か
ら
第
二
十
三
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

別
表
六
第
一
項
第
二
号
中
「
監
査
」
を
「
鑑
査
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六

号
と
し
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
同
項
第
十
号
を
削
り
、
同
項
第
十
三
号

中
「
処
理
す
る
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、
同
項
第
十
八
号
中
「
、
並
び
に
緊
急
を
要
す
る
場
合
に
お
い

　
　

は
分
離
す
る
よ
う
申
し
立
て
る
こ
と
。　
　

　

３�　

規
則
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
審
査
請
求
の
取
下
げ
の
通
知
を
受
け
る
こ
と

。

　

４　

規
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
代
理
人
を
選
任
又
は
解
任
す
る
こ
と
。

　

５�　

規
則
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
人
事
委
員
会
に
代
理
人
の
氏
名
等
を
届
け

る
こ
と
。

　

６�　

規
則
第
十
五
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
主
任
代
理
人
を
指
定
し
、
人
事
委
員
会
に

届
け
出
る
こ
と
。

　

７�　

規
則
第
二
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
口
頭
審
理
の
日
時
及
び
場
所
の
通
知
を
受
け
る

こ
と
。

　

８�　

規
則
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
人
事
委
員
会
に
対
し
、
答
弁
書
を
提
出

す
る
こ
と
。

　

９�　

規
則
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
人
事
委
員
会
に
対
し
、
証
拠
資
料
を
提

出
す
る
こ
と
。

　

10�　

規
則
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
人
事
委
員
会
に
対
し
、
人
事
委
員
会
が

証
人
を
呼
び
出
し
て
尋
問
し
、
又
は
証
拠
資
料
を
提
出
さ
せ
て
調
査
す
る
こ
と
を
申
し
立

て
る
こ
と
。

　

11　

規
則
第
五
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
指
示
を
受
け
る
こ
と
。

　

12　

規
則
第
五
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
裁
決
書
の
送
付
を
受
け
る
こ
と
。

　

13�　

規
則
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
人
事
委
員
会
に
対
し
、
再
審
を
請
求
す

る
こ
と
。

二
十
九　

勤
務
条
件
に
関
す
る
措
置
の
要
求
に
関
す
る
事
務

　

�　

こ
の
項
中
勤
務
条
件
に
関
す
る
措
置
の
要
求
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年
福
岡
県
人
事

委
員
会
規
則
第
二
十
五
号
）
を
「
規
則
」
と
い
う
。

　

１　

規
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
代
理
人
を
選
任
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　

　

２　

規
則
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
主
任
代
理
人
を
指
定
す
る
こ
と
。

　

３�　

規
則
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
代
理
人
選
任
届
及
び
委
任
状
等
を
提
出
す
る

こ
と
。

　

４　

規
則
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
措
置
要
求
の
受
理
通
知
を
受
け
る
こ
と
。

　

５�　

規
則
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
人
事
委
員
会
の
意
見
の
聴
取
又
は
資
料
の

提
出
若
し
く
は
出
席
の
求
め
に
応
じ
る
こ
と
。

　

６�　

規
則
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
措
置
要
求
の
取
下
げ
の
通
知
を
受
け
る
こ

と
。

　

７　

規
則
第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
判
定
書
の
送
付
を
受
け
る
こ
と
。

　

８　

規
則
第
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
人
事
委
員
会
の
勧
告
を
受
け
る
こ
と
。

部
長

副
教
育
長

課
長

副
教
育
長

課
長

課
長

課
長

課
長

副
教
育
長

教
育
長

教
育
長

副
教
育
長

副
教
育
長

課
長

部
長

課
長

部
長

教
育
長

教
育
長

選
挙
管
理
委
員
会

小
郡
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

小
郡
市
小
郡
二
九
六
番
地
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に
、　
　
　

　

同
表
小
竹
町
の
項
中

を　
　
　
　

に
、　
　
　

を　
　
　
　

に
、　
　
　

を　
　
　
　

に
、　
　
　

　

同
表
東
峰
村
の
項
中

小
郡
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

小
郡
市
小
郡
二
九
六
番
地

小
郡
市
総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

〃　

二
森
一
一
六
七
番
地
一

味
坂
校
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

〃　

下
西
鯵
坂
二
五
三
番
地
一

御
原
校
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

〃　

稲
吉
四
三
七
番
地
一
一

立
石
校
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

〃　

干
潟
二
〇
五
六
番
地
一

三
国
校
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

〃　

三
沢
四
一
九
六
番
地
一

東
野
校
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

〃　

三
沢
八
三
番
地
一

大
原
校
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

〃　

大
保
一
四
六
五
番
地
一

小
郡
校
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

〃　

寺
福
童
八
五
九
番
地
五
一

の
ぞ
み
が
丘
校
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

〃　

希
み
が
丘
五
丁
目
二
番
地
一
七

七
福
集
会
所

小
竹
町
大
字
勝
野
二
八
三
七
番
地
の
四

小
竹
東
住
民
セ
ン
タ
ー

〃　

大
字
御
徳
一
七
八
三
番
地
の
一

小
竹
東
住
民
セ
ン
タ
ー

小
竹
町
大
字
御
徳
一
七
八
三
番
地
の
一

小
竹
町
町
民
体
育
館

〃　

大
字
勝
野
一
八
五
七
番
地

小
竹
町
町
民
体
育
館

〃　

大
字
勝
野
一
八
五
七
番
地

小
竹
南
住
民
セ
ン
タ
ー

〃　

大
字
勝
野
四
〇
五
九
番
地
の
一

小
竹
町
七
福
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

〃　

大
字
勝
野
二
八
三
七
番
地
の
一

小
竹
町
七
福
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

〃　

大
字
勝
野
二
八
三
七
番
地
の
一

小
竹
中
学
校
体
育
館

〃　

大
字
御
徳
六
五
六
番
地

小
竹
南
小
学
校
体
育
館

〃　

大
字
勝
野
三
五
四
〇
番
地

小
竹
西
小
学
校
体
育
館

〃　

大
字
新
多
四
六
六
番
地
の
一

小
竹
北
小
学
校
体
育
館

〃　

大
字
御
徳
一
三
七
五
番
地

小
竹
町
中
央
公
民
館

〃　

大
字
勝
野
一
七
五
七
番
地
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に
改
め
る
。

　

一　

病
院
（
大
牟
田
市
）
の
表
中　

を　
　
　
　

に
改
め
る
。

　

一　

病
院
（
京
都
郡
）
の
表
中

を　
　
　
　

に
改
め
る
。

　

二　

老
人
ホ
ー
ム
の
表
中

を　
　
　
　

を　
　
　
　

に
、　
　
　

　

同
表
広
川
町
の
項
中

を　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
七
号

　

長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
等
の
指
定
（
昭
和
四
十
五
年
八
月
福
岡
県
選
挙
管
理
委

員
会
告
示
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
十
九
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

　

一　

病
院
（
小
倉
南
区
）
の
表
中　

を　
　
　
　

東
峰
村
村
民
セ
ン
タ
ー

〃　

大
字
宝
珠
山
二
七
番
地
の
二

東
峰
村
村
民
セ
ン
タ
ー

〃　

大
字
宝
珠
山
二
七
番
地
の
二

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
い
ず
み
館
大
ホ
ー
ル

〃　

大
字
宝
珠
山
六
四
三
一
番
地

広
川
町
産
業
展
示
会
館

〃　

大
字
日
吉
一
一
六
四
番
地
六

広
川
町
産
業
展
示
会
館

〃　

大
字
日
吉
一
一
六
四
番
地
六

広
川
町
町
民
交
流
セ
ン
タ
ー

〃　

大
字
新
代
一
九
六
五
番
地
一

介
護
老
人
保
健
施
設
あ
け
ぼ
の
苑

〃　

〃　

大
字
湯
川
一
三
九
番
地
の
二
一

医
療
法
人
錦
会
上
曽
根
病
院

〃　

〃　

上
曽
根
五
―
一
三
―
一

沼
本
町
病
院

〃　

〃　

沼
本
町
一
―
九
―
三
九

介
護
老
人
保
健
施
設
あ
け
ぼ
の
苑

〃　

〃　

大
字
湯
川
一
三
九
―
二
一

沼
本
町
病
院

〃　

〃　

沼
本
町
一
―
九
―
三
九

医
療
法
人
親
仁
会
み
さ
き
病
院

〃　

大
字
岬
一
二
三
〇
番
地

み
さ
き
病
院

〃　

大
字
岬
一
二
三
〇

苅
田
病
院

京
都
郡
苅
田
町
大
字
法
正
寺
五
六
八
番
地

小
波
瀬
病
院

〃　

〃　

新
津
一
五
九
八

小
波
瀬
病
院

京
都
郡
苅
田
町
新
津
一
五
九
八

介
護
付
有
料
老
人
ホ
ー
ム
ハ
ピ
ネ
ス
赤
坂

〃　

〃　

赤
坂
一
―
二
―
三
二
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に
、　
　
　

を　
　
　
　

に
、　
　
　

を　
　
　
　

に
改
め
る
。

介
護
付
有
料
老
人
ホ
ー
ム
た
い
し
ん
か
て
い

な
赤
坂

〃　

〃　

赤
坂
一
―
二
―
三
二

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
春
の
お
と

ず
れ

〃　

大
字
伊
加
利
二
〇
四
七
―
三

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
ふ
る
さ
と
ホ
ー
ム

柳
川
市
東
蒲
池
五
六
四
―
一

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
春
の
お
と

ず
れ

〃　

大
字
伊
加
利
二
〇
四
七
―
三

住
宅
型
有
料
老
人
ホ
ー
ム
サ
ン
プ
レ
イ
ス
暖

家
の
丘

〃　

大
字
位
登
一
一
三
―
一

住
宅
型
有
料
老
人
ホ
ー
ム
サ
ン
フ
ェ
ロ
ー
暖

家
の
丘

〃　

大
字
糒
八
二
四
―
二
〇

有
料
老
人
ホ
ー
ム
ケ
ア
タ
ウ
ン
あ
い
あ
い
田

川

〃　

大
字
糒
二
〇
八
五
―
一
〇

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
ふ
る
さ
と
ホ
ー
ム

柳
川
市
東
蒲
池
五
六
四
―
一

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
グ
ッ
ド
ラ
イ
フ

〃　

〃　

大
字
今
任
原
三
四
八
六
―
三

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
青
楽
園

〃　

赤
村
大
字
内
田
二
二
三
三
―
一

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
グ
ッ
ド
ラ
イ
フ

〃　

〃　

大
字
今
任
原
三
四
八
六
―
三

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
よ
ろ
こ
び

〃　

〃　

大
字
大
行
事
四
一
二
六

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
青
楽
園

〃　

赤
村
大
字
内
田
二
二
三
三
―
一




